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あっせんの申立て事案の概要とその結果（平成 23 年度第２四半期） 
1投資信託関係 

一般社団法人全国銀行協会 

事 案 番 号 22 年度（あ）第 73 号 

申立ての概要 説明不十分で購入させられた投資信託の手数料返還要求等 

申立人の属性 個人（80 歳台） 

申立人（Aさん） 

の 申 出 内 容 

・Ｂ銀行で購入した投資信託の手数料相当額の返還、及び本件商品の購入のた

めに中途解約させられた定期預金を満期まで保有していた場合に得られた利息

相当額の支払いを求める。 

・私は本件商品以外に、元本割れの危険性のある金融商品を購入した経験はな

い。 

・本件商品はＢ銀行担当者の来訪を受け購入したものであるが、その際に、本件

商品の内容について説明を受けた記憶がなく、説明資料等も見た覚えがない。 

・本件商品の分配金についても説明を受けた記憶がなく、私の預金口座に入金

された本件商品の分配金は預金の利息であると認識していた。 

相 手 方 銀 行 

(Ｂ銀行）の見解 

・本件商品は、Ａさんが定期預金金利に不満を持っていたために、当行担当者

がＡさんのニーズに適合した商品として提案したものである。 

・当行担当者は、Ａさんに対して、所定の資料を用いて本件商品の説明を丁寧に

行っており、Ａさんは十分に理解した上で、申込書等に署名・押印したと認識して

いる。 

・本件商品販売当時、Ａさんは 80 歳以上であったので、当行の内部管理責任者

が本件商品の理解度のチェックを行ったところ、特段問題はなかった。 

・当行担当者の販売方法に過失を認めることはできないが、あっせん委員会から

の指摘を受け、検討することは可能である。 

あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立受理→和解契約書の締結】 

・あっせん委員会は、Ａさんの申立てを「適格性あり」として受理し、平成 23 年２月

４日及び４月 15 日の両日、ＡさんとＢ銀行から事情聴取を行った。 

・あっせん委員会は、Ｂ銀行に対して、Ａさんが高齢者であることを考慮すると、Ａ

さんが理解できるほどの十分な説明が行われなかった可能性があること、及びＡ

さんの金融資産に占めるリスク商品の割合が高いことを指摘した。 

・その上で、あっせん委員会は、Ｂ銀行がＡさんに対して解決金を支払い、今後

のＢ銀行の高齢者に対するリスク商品の販売姿勢について和解契約書に記載す

るというあっせん案を提示した。 

                                            

 (注)紛争事案の概要は、銀行のお客さまにあっせん委員会の活動や役割をご理解いただくこと、また加入銀

行において同種の紛争事案の再発防止や未然防止に役立てることを目的として掲載しています。 

掲載に当たっては、当事者のプライバシー等に配慮したうえで、できる限り一般的・原則的な用語や表現

に置き換えるなどの工夫をしています。 

また、｢あっせん手続の結果｣は、あっせん委員会が個々の事案における取引経過や背景等を考慮したう

えで判断したものであり、契約類型として類似した事案であっても、同様の判断となるものではないことにご

留意ください。 

別冊 
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・その結果、ＡさんとＢ銀行の双方が受諾したことから、あっせん成立となった。 

・平成 23 年７月 25 日付けで和解契約書を締結した。 

 

 

事 案 番 号 22 年度（あ）第 145 号 

申立ての概要 説明不十分で購入させられた投資信託の元本割れ相当額の損失補てん要求 

申立人の属性 個人（50 歳台） 

申立人（Ａさん） 

の 申 出 内 容 

・Ｂ銀行で購入した投資信託の元本割れ相当額の損失の補てんを求める。 

・私は本件商品以前に投資信託を購入したことがない。 

・私は本件商品購入時に、定期預金を希望したが、Ｂ銀行担当者の熱心な勧誘

と説明により本件商品の購入に至った。 

・Ｂ銀行担当者の説明によって、本件商品の仕組み及び元本保証がないことは

理解していた。しかし、Ｂ銀行担当者から、具体的に元本割れをするような状況に

なった際の説明を受けておらず、十分な理解をしてはいなかった。 

相 手 方 銀 行 

(Ｂ銀行）の見解 

・本件商品販売当時、Ａさんは定期預金よりも高い利回りを期待しており、また一

定の相場観を持っていたことが見受けられたことから、本件商品の勧誘に至っ

た。 

・当行担当者は、所定の資料を用いて本件商品の内容や元本割れする場合の

条件や元本割れした場合のリスクの程度を丁寧に説明しており、Ａさんもその説

明によって十分に本件商品を理解していたと認識している。 

あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立受理→和解契約書の締結】 

・あっせん委員会は、Ａさんの申立てを「適格性あり」として受理し、平成 23 年４月

22 日、ＡさんとＢ銀行から事情聴取を行った。 

・あっせん委員会は、Ｂ銀行に対して、Ｂ銀行担当者による本件商品の説明が、

Ａさんにとって、本件商品のリスクの程度を理解できたような十分な説明であった

とは、必ずしもいえないことを問題点として指摘した。 

・その上で、あっせん委員会は、Ｂ銀行が一定の解決金をＡさんに支払うというあ

っせん案を提示した。 

・その結果、ＡさんとＢ銀行の双方が受諾したことから、あっせん成立となった。 

・平成 23 年８月８日付けで和解契約書を締結した。 

 

 

事 案 番 号 22 年度（あ）第 153 号 

申立ての概要 行員の確認不足により解約された投資信託の現状回復要求 

申立人の属性 個人（60 歳台） 

申立人（Aさん） 

の 申 出 内 容 

・私の意思を確認しないまま無断で売却された投資信託を売却前の状態に戻し

てほしい。 

・本件商品は、リスクを納得した上で購入した。リスクは私が責任を負うものと理解
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しており、本件商品の損失は承知している。 

・Ｂ銀行担当者から、本件商品の実績が悪く損失が発生していたため、他の投資

信託及び年金保険の勧誘を受けた。 

・本件商品解約申込書と年金保険申込書を提出した後、本件商品は自分の責任

で購入したものであり、保有しようと考え直し、後刻、Ｂ銀行担当者へ電話で、本

件商品の売却をキャンセルするよう依頼した。 

・売却の撤回を、電話で依頼した私にも落ち度はあるが、私の依頼を正確に把握

し、対応しなかったＢ銀行にも落ち度があると考えている。                

・必ずしも本件商品を売却前の状態に戻すことに固執しているわけではなく、Ｂ銀

行の誠意ある対応を求めたい。 

相 手 方 銀 行 

(Ｂ銀行）の見解 

・当行担当者は、Ａさんの投資経験を聴取により確認している。Ａさんの投資経験

は豊富で、商品内容を理解していたため、当行は説明責任を果たしている。 

・当行は、契約又は解約の意思撤回に係る対応方法についての規定を設けてい

ない。しかし、Ａさんの売却撤回の意思を、銀行員として再度、確認すべきであっ

たと考えており、当行に落ち度があったことは認める。 

・本件商品の売却は、Ａさんの意思表示と、当行担当者の意思確認に齟齬が生

じたことが原因であり、無断売買に該当しないと認識している。 

・当行としては、Ａさんに対して本件についてのお詫びと一定の解決金を支払う

用意がある。 

あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立受理→和解契約書の締結】 

・あっせん委員会は、Ａさんの申立てを「適格性あり」として受理し、平成 23 年７月

12 日、ＡさんとＢ銀行から事情聴取を行った。 

・あっせん委員会は、Ｂ銀行に対して、本件商品の売却撤回について、Ａさんの

意思確認が不十分であったことを指摘した。 

・その上で、あっせん委員会は、Ｂ銀行がＡさんに対して遺憾の意を表明し、一定

の解決金を支払うというあっせん案を提示した。 

・その結果、ＡさんとＢ銀行の双方が受諾したことから、あっせん成立となった。 

・平成 23 年８月 31 日付けで和解契約書を締結した。 

 

 

事 案 番 号 22 年度（あ）第 166 号 

申立ての概要 説明不十分で購入させられた投資信託の元本割れ相当額の損失補てん要求 

申立人の属性 個人(70 歳台) 

申立人（Aさん） 

の 申 出 内 容 

・Ｂ銀行で購入した投資信託の元本割れ相当額の損失の補てんを求める。 

・Ｂ銀行担当者からの説明により、投資信託のリスクを理解していたが、実際に投

資元本が欠損するという認識がなかった。 

・本件商品は、Ｂ銀行担当者の営業協力として購入したものであり、元本割れが

生じた場合には、アフターフォローがあると考えていた。 

相 手 方 銀 行 ・Ａさんは外貨預金経験があり、利回り志向の強かったため、幅広い商品提供の
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(Ｂ銀行）の見解 一還として本件商品の提案を行った。 

・本件商品について、説明資料を用いてリスク内容を十分説明している。 

・確認事項のチェックも本人が記載したものであり、勧誘方法において問題はな

かったと考えており、Ａさんの要望には一切応じることができない。 

あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立受理→和解契約書の締結】 

・あっせん委員会は、Ａさんの申立てを「適格性あり」として受理し、平成 23 年５月

10 日、ＡさんとＢ銀行から事情聴取を行った。 

・あっせん委員会は、Ｂ銀行に対して、本件商品販売時に行った説明が、Ａさん

に実際のリスクを理解させるのに、十分であったとはいえないことを指摘した。 

・その上で、あっせん委員会は、Ｂ銀行がＡさんに対して一定の解決金を支払うと

いうあっせん案を提示した。 

・その結果、ＡさんとＢ銀行の双方が受諾したことからあっせん成立となった。 

・平成 23 年８月１日付けで和解契約書を締結した。 

 

 

事 案 番 号 22 年度（あ）第 176 号 

申立ての概要 説明不十分で購入させられた投資信託の元本割れ相当額の損失補てん要求 

申立人の属性 個人（60 歳台） 

申立人（Aさん） 

の 申 出 内 容 

・Ｂ銀行から購入した投資信託の元本割れ相当額の損失の補てんを求める。 

・本件商品の原資は退職金であり、リスクのある金融商品を購入したくない旨を事

前に伝えていた。 

・本件商品はＢ銀行から、商品の具体的な説明がなく購入させられた。 

・本件商品の申込書の署名は、内容を理解することなく、言われるがまま記入し

た。 

・本件商品を購入する前に購入した他社の商品およびＢ銀行から購入した商品

を合わせると、結果的に退職金の大半がリスク商品に充てられることとなった。 

相 手 方 銀 行 

(Ｂ銀行）の見解 

・Ａさんには金融に関する知識がないこと、運用方針として、元本保証を重視して

いたことは認識していた。 

・当行は本件商品販売時にＡさんの金融資産及び運用できる資産の状況を聞い

ており、過大な販売は行っていない。 

・当行は本件商品の具体的な内容について、Ａさんに対して説明している。 

・あっせん申立てがされたことを真摯に受け止め、当行が一定の負担をすること

は検討したい。 

あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立受理→和解契約書の締結】 

・あっせん委員会は、Ａさんの申立てを「適格性あり」として受理し、平成 23 年５月

31 日、ＡさんとＢ銀行から事情聴取を行った。 

・あっせん委員会は、Ｂ銀行に対して、Ａさんの販売当時の知識や金融資産に占

めるリスク商品の比率を考慮すると、本件商品を勧めるに当たり慎重さが必要だ

ったことを指摘した。 
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・その上で、あっせん委員会は、Ｂ銀行が解決金をＡさんに支払うというあっせん

案を提示した。 

・その結果、ＡさんとＢ銀行の双方が受諾したことから、あっせん成立となった。 

・平成 23 年７月 29 日付けで和解契約書を締結した。 

 

 

事 案 番 号 22 年度（あ）第 180 号 

申立ての概要 説明不十分で購入させられた投資信託の元本割れ相当額の損失補てん要求 

申立人の属性 個人（50 歳台） 

申立人（Aさん） 

の 申 出 内 容 

・Ｂ銀行で購入した複数の投資信託の元本割れ相当額の損失の補てんを求め

る。 

・私は本件商品以外にリスク商品を購入したことがなく、元本割れする商品は希

望しない旨をＢ銀行担当者に伝えていた。しかし、Ｂ銀行担当者から本件商品の

勧誘を受けた。 

・Ｂ銀行から本件商品の元本割れリスクに関して説明を受けておらず、勧められる

ままに申込みに至った。 

・Ｂ銀行は、 初に購入した投資信託が評価損となっていたにもかかわらず、同

一商品であるとの簡単な説明だけで追加購入させた。 

相 手 方 銀 行 

(Ｂ銀行）の見解 

・当行はＡさんからの承諾を得て、本件商品を提案し、所定の資料を用いて、本

件商品の内容及びリスクについて説明した。 

・本件商品説明段階においては、当行担当者は、顧客への重要事項等確認書

のすべての項目を指し示しながら確認を行っておらず、その結果、Ａさんの理解

度を十分に把握できなかった可能性はある。 

・当行としては、一定の解決金を支払う用意はある。 

あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立受理→和解契約書の締結】 

・あっせん委員会は、Ａさんの申立てを「適格性あり」として受理し、平成 23 年５月

20 日、ＡさんとＢ銀行から事情聴取を行った。 

・あっせん委員会は、Ｂ銀行に対し、本件商品についてＡさんの理解度に応じた

説明がなされたかどうかについては疑問が残ること、リスク商品の購入経験がな

いＡさんに対して、短期間に複数の投資信託を販売していることについては、より

慎重な対応が必要であったことを指摘した。 

・その上で、あっせん委員会は、Ｂ銀行がＡさんに一定の解決金を支払うというあ

っせん案を提示した。 

・その結果、ＡさんとＢ銀行の双方が受諾したことから、あっせん成立となった。 

・平成 23 年８月８日付けで和解契約書を締結した。 

 

 

事 案 番 号 22 年度（あ）第 210 号 

申立ての概要 説明不十分で購入させられた投資信託の元本割れ相当額の損失補てん要求 
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申立人の属性 個人（50 歳台） 

申立人（Aさん） 

の 申 出 内 容 

・Ｂ銀行で購入した投資信託の元本割れ相当額の損失の補てんを求める。 

・私はＢ銀行に預けている定期預金が満期になり、個人向け国債を購入しようと

思って訪問した。元本保証の金融商品を希望していたが、国債よりも本件商品の

ほうが得だからと勧められた。 

・私はそれまで元本割れの危険性がある金融商品を購入したことはなかった。 

・本件商品について簡単な説明は受けたが、リスクの説明はなかった。また、説明

資料を見た記憶はないし、受け取ってもいない。 

相 手 方 銀 行 

(Ｂ銀行）の見解 

・当行担当者は、Ａさんから預金金利が低いことを不満に思っていることを聴き、

本件商品を案内した。本件商品は、国債と償還期間が同じで、条件を満たせば

元本が確保される商品であったので案内した。 

・当行担当者は、Ａさんから元本割れする可能性のある金融商品は購入したくな

いといった意向を聞いた記憶はない。 

・当行担当者は、本件商品について資料を用いて丁寧に説明を行っているの

で、Ａさんが本件商品の商品性を理解していると判断し、その販売に至った。ま

た、説明に用いた資料はＡさんに渡している。 

・本件商品の説明後、すぐには申込みをせず検討するようＡさんに促すようなこと

はしなかった。 

・あっせん申立てがなされたことを真摯に受け止め、互譲の精神により、一定の負

担を検討する用意はある。 

あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立受理→和解契約書の締結】 

・あっせん委員会は、Ａさんの申立てを「適格性あり」として受理し、平成 23 年５月

23 日、ＡさんとＢ銀行から事情聴取を行った。 

・あっせん委員会は、Ｂ銀行に対して、本件商品はＡさんのニーズに合致した商

品とはいえないこと、リスクのある金融商品への投資経験のないＡさんに対して短

時間で本件商品の商品性を説明しており、Ａさんが本件商品を理解するために

は十分な説明であったとはいえないことを指摘した。 

・その上で、あっせん委員会は、Ｂ銀行が、Ａさんの損失額の一部を支払うという

あっせん案を提示した。 

・その結果、ＡさんとＢ銀行の双方が受諾したことから、あっせん成立となった。 

・平成 23 年８月９日付けで和解契約書を締結した。 

 

 

事 案 番 号 22 年度（あ）第 223 号 

申立ての概要 説明不十分で購入させられた投資信託の元本割れ相当額の損失補てん要求 

申立人の属性 個人（70 歳台） 

申立人（Aさん） 

の 申 出 内 容 

・Ｂ銀行で購入した投資信託の元本割れ相当額の損失の補てんを求める。 

・本件商品は、元本保証であるとの説明を受けたものであり、元本割れの危険性

があるとの説明は一切なかった。 



 

7 

・本件商品以外にもＢ銀行から投資信託を購入したことはあるが、これらの購入時

には元本割れのリスクについて説明を受けている。 

・本件商品の販売用資料は受け取ったものの、よく理解できなかった。目論見書

は見たこともなく、申込書内の目論見書を受領したことを確認する欄の署名押印

は、Ｂ銀行担当者から求められるままに行った。 

・本件商品購入後に、改めてＢ銀行担当者に本件商品の説明を求めたところ、間

違いなく元本保証である、と言われた。 

相 手 方 銀 行 

(Ｂ銀行）の見解 

・当行担当者は、販売用資料を用いて本件商品の仕組みを説明しており、その

中で元本保証であるとは一切説明していない。 

・Ａさんは、本件商品以前にも投資信託の購入経験があり、投資信託には元本割

れのリスクがあることを認識していた。また、Ａさんは本件商品と同種の仕組みの

投資信託も購入経験があり、当行担当者が本件商品には元本保証があるとの虚

偽の説明をする理由がない。 

・本件商品の販売時に目論見書を交付している。 

・本件商品の販売後に、Ａさんから本件商品の元本保証についての照会はなか

った。 

あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立受理→和解契約書の締結】 

・あっせん委員会は、Ａさんの申立てを「適格性あり」として受理し、平成 23 年６月

21 日、ＡさんとＢ銀行から事情聴取を行った。 

・あっせん委員会は、Ｂ銀行に対して、本件商品の仕組みや元本割れのリスクに

つき、Ａさんの理解度の確認が十分であったとはいえないことを指摘した。 

・その上で、あっせん委員会は、Ｂ銀行がＡさんに対して一定の解決金を支払うと

いうあっせん案を提示した。 

・その結果、ＡさんとＢ銀行の双方が受諾したことから、あっせん成立となった。 

・平成 23 年９月 16 日付けで和解契約書を締結した。 

 

 

事 案 番 号 22 年度（あ）第 235 号 

申立ての概要 不十分な運用報告で生じた投資信託の元本割れ相当額の損失補てん要求 

申立人の属性 個人（50 歳台） 

申立人（Aさん） 

の 申 出 内 容 

・Ｂ銀行で購入した複数の投資信託の元本割れ相当額の損失の補てんを求め

る。 

・Ｂ銀行担当者から、本件商品の損益状況について報告がなかったため、解約

することができず、その結果損失を被ってしまった。 

相 手 方 銀 行 

(Ｂ銀行）の見解 

・Ａさんは当行から頻繁に投資信託等のリスク商品を購入していた上に、他行か

らも投資信託や個人年金保険等を購入していることから、知識・経験上の問題は

ない。また、Ａさんから、十分な金融資産を保有している旨を聴取している。 

・本件商品の内包リスクについても、丁寧に説明している。 

・当行担当者は、Ａさんに対して、損益状況表を手交していたため、Ａさんは本件
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商品の損益状況を認識していたはずである。また、当行は定期的にＡさんの自宅

宛てに取引残高報告書を郵送している。 

あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立受理→あっせん打切り】 

・あっせん委員会は、Ａさんの申立てを「適格性あり」として受理し、平成 23 年７月

15 日、ＡさんとＢ銀行から事情聴取を行った。 

・あっせん委員会は、本件紛争について、当事者双方の主張に隔たりが大きく、

あっせん成立の見込みがないことから、あっせん手続を打ち切った。 

 

 

事 案 番 号 22 年度（あ）第 240 号 

申立ての概要 説明不十分で購入させられた投資信託の元本割れ相当額の損失補てん要求 

申立人の属性 個人（70 歳台） 

申立人（Aさん） 

の 申 出 内 容 

・Ｂ銀行で購入した投資信託の元本割れ相当額の損失の補てんを求める。 

・本件商品は元本が保証されると言われ、本件商品を購入した。Ｂ銀行担当者か

らは、本件商品のリスク等の詳細な説明を受けていない。 

・本件商品以外にリスク商品を購入した経験はなく、本件商品の購入が初めてで

あった。 

・本件商品の購入原資は使途が確定しており、余裕資金ではないことをＢ銀行担

当者にも伝えており、元本保証と聞いていなければ、本件商品の購入は行わな

かった。 

相 手 方 銀 行 

(Ｂ銀行）の見解 

・当行担当者はＡさんの収入、金融資産、投資目的及び購入原資の性質等を聴

取のうえ、本件商品の販売を行った。 

・Ａさんの金融資産額を考慮すると、本件商品の元本割れリスクに十分耐えられ

ると判断し、本件商品の提案に至った。 

・本件商品勧誘時、当行担当者は説明資料を用いながら、Ａさんに本件商品の

内容及び元本割れリスク等の説明を丁寧に行っており、それに対するＡさんの理

解度も特段問題はなかった。 

あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立受理→和解契約書の締結】 

・あっせん委員会は、Ａさんの申立てを「適格性あり」として受理し、平成 23 年６月

22 日、ＡさんとＢ銀行から事情聴取を行った。 

・あっせん委員会は、Ｂ銀行に対して、Ａさんの金融資産の検証が十分ではなか

ったこと等を問題点として指摘した。 

・その上で、あっせん委員会は、Ｂ銀行がＡさんに対して一定の解決金を支払うと

いうあっせん案を提示した。 

・その結果、ＡさんとＢ銀行の双方が受諾したことから、あっせん成立となった。 

・平成 23 年９月 21 日付けで和解契約書を締結した。 

 

 

事 案 番 号 22 年度（あ）第 279 号 
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申立ての概要 
説明不十分で購入させられた投資信託及び変額個人年金保険の元本割れ相当

額の損失補てん要求 

申立人の属性 個人（70 歳台） 

申立人（Aさん） 

の 申 出 内 容 

・Ｂ銀行から購入した投資信託及び変額個人年金保険の元本割れ相当額の損

失の補てんを求める。 

・預金金利が低く、定期預金に魅力を感じなかったため、Ｂ銀行の普通預金に預

け入れておいたところ、Ｂ銀行担当者の訪問を受け、本件商品の勧誘を受けた。

・Ｂ銀行担当者に、「元金確保」「約束した利益確保」「銀行は預金者に損失を与

えない」の３つについて複数回確認したところ、これらを否定しなかったので、Ｂ銀

行を信じて購入した。 

・Ｂ銀行担当者から、本件商品の販売用資料をもとに説明を受けた記憶はなく、

当該資料の交付も受けていない。 

相 手 方 銀 行 

(Ｂ銀行）の見解 

・Ａさんから、余裕資金の運用を検討しているとの相談を受け、複数のリスク商品

の勧誘を行った。 

・当行担当者は、Ａさんが他行で購入した投資信託が好調であることや、これま

でのリスク商品の購入経験等を聴取により確認したうえ、本件商品の提案を行っ

た。 

・当行担当者は、販売用資料を用い、複数回説明を行っている。本件商品のリス

クに係わる事項は、全て読み上げて説明を行い、販売用資料等はＡさんへ交付

している。 

あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立受理→あっせん打切り】 

・あっせん委員会は、Ａさんの申立てを「適格性あり」として受理し、平成 23 年７月

20 日、ＡさんとＢ銀行から事情聴取を行った。 

・あっせん委員会は、本件紛争について、当事者双方の主張に隔たりが大きく、

あっせん成立の見込みがないことから、あっせん手続を打ち切った。 

 

 

事 案 番 号 23 年度（あ）第７号 

申立ての概要 説明不十分で購入させられた投資信託の元本割れ相当額の損失補てん要求 

申立人の属性 個人（60 歳台） 

申立人（Ａさん） 

の 申 出 内 容 

・Ｂ銀行で購入した投資信託の元本割れ相当額の損失の補てんを求める。 

・当初、Ｂ銀行が広告に掲載していたキャンペーン定期預金を希望していたにも

かかわらず、Ｂ銀行担当者から本件商品を提案された。 

・本件商品の元本割れリスクについて、詳細な説明は受けていない。 

・本件商品購入後、運用報告書を定期的に郵送で受領していたが、Ｂ銀行担当

者に内容の説明を求めても、詳しい説明をしてもらえなかった。 

相 手 方 銀 行 

(Ｂ銀行）の見解 

・Ａさんが当初キャンペーン定期預金を希望していたのは認識していたが、購入

資金が余裕資金であり、投資信託に関心を示したことから、本件商品の提案に至

った。 
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・当行担当者は、Ａさんに、販売用資料を用いて本件商品が内包するリスクにつ

いて説明した。 

・販売後は、運用報告書を四半期毎に郵送したほか、本件商品の運用状況に係

るセミナーでＡさんに状況説明を行っており、十分なフォローを行った。 

・当行に説明義務や適合性原則違反といった不適切な対応は認められず、Ａさ

んの要求に応じることはできない。 

あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立受理→和解契約書の締結】 

・あっせん委員会は、Ａさんの申立てを「適格性あり」として受理し、平成 23 年８月

１日、ＡさんとＢ銀行から事情聴取を行った。 

・あっせん委員会は、Ｂ銀行に対して、金融資産の把握が十分であったとはいえ

ず、結果としてＡさんの金融資産に占めるリスク商品の比率が高くなってしまった

こと、リスクのない定期預金の購入を希望した顧客に対しリスク商品を販売するに

当たり、リスクを具体的に実感するに足りる十分な説明があったとはいえないこと、

及び販売後の事後フォローが不十分であり、Ａさんに不満を抱かせる応接があっ

たとの心証を受けたことを指摘した。 

・その上で、あっせん委員会は、Ｂ銀行がＡさんに対して一定の解決金を支払うと

いうあっせん案を提示した。 

・その結果、ＡさんとＢ銀行の双方が受諾したことから、あっせん成立となった。 

・平成 23 年９月 28 日付けで和解契約書を締結した。 

 

 

事 案 番 号 23 年度（あ）第８号 

申立ての概要 説明不十分で購入させられた投資信託の元本割れ相当額の損失補てん要求 

申立人の属性 個人（60 歳台） 

申立人（Ａさん） 

の 申 出 内 容 

・Ｂ銀行で購入した投資信託の元本割れ相当額の損失の補てんを求める。 

・本件商品のリスクについて、詳細な説明は受けておらず、損失が現実化する認

識はなかった。 

相 手 方 銀 行 

(Ｂ銀行）の見解 

・Ａさんから当行担当者に投資信託の購入を希望する連絡があり、購入資金が余

裕資金であること、毎月分配型商品に関心を示されたことから本件商品を提案し

てよいと判断した。 

・当行担当者は、Ａさんに、販売用資料を用いて本件商品が内包する各リスクに

ついて説明した。 

・当行に説明義務や適合性原則違反といった不適切な対応は認められず、Ａさ

んの要求に応じることはできない。 

あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立受理→事情聴取後に申立取下げ】 

・あっせん委員会は、Ａさんの申立てを「適格性あり」として受理し、平成 23 年８月

１日、ＡさんとＢ銀行から事情聴取を行った。 

・あっせん委員会は、Ａさんに対して、本件商品は分配金受領を目的にＡさん自
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ら申し出て購入したものであることは否めないとの心証を受けたことを指摘した。 

・Ａさんから、あっせん委員会の説明に納得しており、本件申立ては平成 23 年度

（あ）第７号事案と関連性があるために行ったものであるため、本件申立てを取り

下げたい旨の意思表示があり、後日あっせん委員会に対して申立取下書が提出

されたことから、平成 23 年８月９日付けであっせん手続を終了した。 

 

 

事 案 番 号 23 年度（あ）第９号 

申立ての概要 説明不十分で購入させられた投資信託の元本割れ相当額の損失補てん要求 

申立人の属性 個人（30 歳台） 

申立人（Ａさん） 

の 申 出 内 容 

・Ｂ銀行で購入した投資信託の元本割れ相当額の損失の補てんを求める。 

・本件商品のリスクについて、詳細な説明は受けておらず、損失が現実化する認

識はなかった。 

相 手 方 銀 行 

(Ｂ銀行）の見解 

・Ａさんの母から当行担当者に投資信託の購入を希望する連絡があり、Ａさんの

購入資金が余裕資金であること、Ａさんが毎月分配型商品に関心を示されたこと

から本件商品を提案してよいと判断した。 

・当行担当者は、Ａさんに、販売用資料を用いて本件商品が内包する各リスクに

ついて説明した。 

あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立受理→事情聴取後に申立取下げ】 

・あっせん委員会は、Ａさんの申立てを「適格性あり」として受理し、平成 23 年８月

1 日、ＡさんとＢ銀行から事情聴取を行った。 

・あっせん委員会は、Ａさんに対して、本件商品は分配金受領を目的にＡさん自

ら申し出て購入したものであることは否めないとの心証を受けたことを指摘した。 

・Ａさんから、あっせん委員会の説明に納得しており、本件申立ては平成 23 年度

（あ）第７号事案と関連性があるために行ったものであるため、本件申立てを取り

下げたい旨の意思表示があり、後日あっせん委員会に対して申立取下書が提出

されたことから、平成 23 年８月９日付けであっせん手続を終了した。 

 

 

事 案 番 号 23 年度（あ）第 62 号 

申立ての概要 説明不十分で購入させられた投資信託の元本割れ相当額の損失補てん要求 

申立人の属性 個人（70 歳台） 

申立人（Aさん） 

の 申 出 内 容 

・Ｂ銀行で購入した投資信託の元本割れ相当額の損失の補てんを求める。 

・私は本件商品以前にＢ銀行で投資信託を購入したことがある。当該投資信託

は、元本保証であるとの説明を受けて購入し、評価益が出ていたことに満足して

いた。 

・本件商品は、保有していた投資信託よりも良い商品としてＢ銀行担当者から提

案され、元本割れが生じることはないと考えていたものの、現在、受け取った分配
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金を考慮しても損失が生じている。 

・本件商品について、Ｂ銀行担当者から詳細な説明を受けたことはなく、商品説

明書を読んだこともない。また、本件商品は換金に時間を要する商品であることも

説明されていない。 

相 手 方 銀 行 

(Ｂ銀行）の見解 

・Ａさんは投資信託の運用成績に強い関心を持っており、本件商品以前にＡさん

が購入した投資信託が値下がりしていた局面では、当行に対して苦言を呈するこ

ともあった。Ａさんは投資信託には元本割れリスクがあることを理解していたはず

である。 

・Ａさんの投資信託の経験が浅いことも考慮し、Ａさんのリスク許容度を下回る本

件商品を提案した。提案時には、再度Ａさんの金融資産の保有状況を確認し、

解約して換金する場合には数か月かかることを説明している。 

あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立受理→あっせん打切り】 

・あっせん委員会は、Ａさんの申立てを「適格性あり」として受理し、平成 23 年９月

16 日、ＡさんとＢ銀行から事情聴取を行った。 

・あっせん委員会は、本件紛争について、当事者双方の主張に隔たりが大きく、

あっせん成立の見込みがないことから、あっせん手続を打ち切った。 

 

 

事 案 番 号 23 年度（あ）第 100 号 

申立ての概要 申込みを強要された投資信託の元本割れ相当額の損失補てん要求 

申立人の属性 個人（80 歳台） 

申立人（Aさん） 

の 申 出 内 容 

・Ｂ銀行で購入した投資信託（「Ｃ投資信託」という）の元本割れ相当額の損失の

補てんを求める。 

・私は投資信託が元本割れする危険性があることは認識している。 

・Ｂ銀行で以前購入した投資信託（「Ｄ投資信託」という）に運用益が出ていたの

で、一旦解約した後に、再度Ｄ投資信託の購入をＢ銀行担当者に電話で依頼し

た。しかし、Ｂ銀行ではＤ投資信託の取扱いは取り止めになったと言われたので、

定期預金に預け入れるように依頼した。 

・後日、Ｂ銀行に依頼していた定期預金を受け取りに出向いたところ、既に本件

商品であるＣ投資信託の証書が作成されており、今さら取り消しはできないとし

て、申込書への署名押印を強要された。 

・Ｃ投資信託についての説明は、一切受けていない。 

相 手 方 銀 行 

(Ｂ銀行）の見解 

・当行担当者は、ＡさんにＤ投資信託に利益が出ていることを説明すると、Ａさん

はそれを解約する意思を示した。 

・当行担当者は、Ｄ投資信託を全額解約することなく一部を継続して保有するこ

とも可能であること、さらに、同日時点でＤ投資信託の新たな募集をしていないこ

とを説明したが、Ａさんは、Ｄ投資信託の全額解約を希望し、解約に至った。 

・Ｃ投資信託は募集型であり、期日前に証書が作成されていたということはありえ

ず、契約を強要するようなこともしていない。 
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・当行担当者は、所定の資料を用いて、Ｃ投資信託の商品性及び元本割れリスク

についてＡさんに十分に説明している。 

あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立受理→あっせん打切り】 

・あっせん委員会は、Ａさんの申立てを「適格性あり」として受理し、平成 23 年９月

27 日、ＡさんとＢ銀行から事情聴取を行った。 

・あっせん委員会は、本件紛争について、当事者双方の主張に隔たりが大きく、

あっせん成立の見込みがないことから、あっせん手続を打ち切った。 

 

 

事 案 番 号 23 年度（あ）第 159 号 

申立ての概要 無権代理人が購入した投資信託の元本割れ相当額の損失補てん要求 

申立人の属性 個人（40 歳台） 

申立人（Aさん） 

の 申 出 内 容 

・Ｂ銀行から購入した投資信託の元本割れ相当額の損失の補てんを求める。 

・本件商品は、私の配偶者が私名義で購入したものであり、私は一切説明を聞い

ていない。 

・私は元本割れリスクのある商品を購入する意向はないことを、以前からＢ銀行担

当者に伝えていた。 

相 手 方 銀 行 

(Ｂ銀行）の見解 

・当行は、ＡさんからＡさんの配偶者を代理人とする届出を受けている。 

・当行は、Ａさん名義で本件商品を購入する代理権を有するＡさんの配偶者に対

して、本件商品の内容等を説明のうえ、本件商品を販売した。 

・当行としては、Ａさんの要求に応じることはできない。 

あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立不受理】 

・あっせん委員会は、本件申立ては、代理人届の有効性が争点であり、あっせん

手続でその有無を判断するのは事実上困難との理由から、規程 26 条１項６号

（加入銀行の経営方針や融資態度、あるいは銀行員等個人に係わる事項等、事

柄の性質上、紛争解決手続の利用が適当でないと認められる場合）に該当する

と判断し、「適格性なし」として平成 23 年７月 21 日付けであっせん手続を終了し

た。 

 

 

事 案 番 号 23 年度（あ）第 160 号 

申立ての概要 無権代理人が購入した投資信託の元本割れ相当額の損失補てん要求 

申立人の属性 法人 

申立人（Ａ社） 

の 申 出 内 容 

・Ｂ銀行から購入した投資信託の元本割れ相当額の損失の補てんを求める。 

・本件商品は、当社の取締役であり、かつ当社代表者の配偶者であるＣが当社

名義で購入したものであり、当社の代表者は一切説明を聞いていない。 

・当社は、Ｂ銀行担当者に、当社代表者に決裁権があることを伝えていた。 

相 手 方 銀 行 ・ＣさんはＡ社の経理担当取締役であり、かつＡ社代表者の配偶者で、投資経験
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(Ｂ銀行）の見解 も豊富である。当行は、ＣさんがＡ社の投資判断を任されているとの前提で、Ｃさ

んに本件商品の内容等を説明のうえ、本件商品を販売した。 

・当行としては、Ａ社の要求に応じることはできない。 

あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立不受理】 

・あっせん委員会は、本件申立ては、Ｃさんの権限の有無が争点であり、あっせ

ん手続で、これを判断するのは事実上困難との理由から、規程 26 条１項６号（加

入銀行の経営方針や融資態度、あるいは銀行員等個人に係わる事項等、事柄

の性質上、紛争解決手続の利用が適当でないと認められる場合）に該当すると

判断し、「適格性なし」として平成23年７月21日付けであっせん手続を終了した。

 

 

事 案 番 号 23 年度（あ）第 229 号 

申立ての概要 
説明不十分で購入させられた投資信託、外貨預金及び変額個人年金保険の元

本割れ相当額の損失補てん要求 

申立人の属性 個人（70 歳台） 

申立人（Ａさん） 

の 申 出 内 容 

・Ｂ銀行で購入した投資信託、外貨預金及び変額個人年金保険の元本割れ相

当額の損失の補てんを求める。 

・Ｂ銀行で購入した本件各商品は、Ｂ銀行担当者から「心配ない」と言われ、勧め

られたものであり、元本割れリスクの説明は一切なかった。私は、元本割れのない

定期預金のような商品であると認識していた。 

・私は、配偶者からの相続で株式等を保有しているが、自らその運用等を行った

ことはなく、本件投資信託を購入するまで、リスク商品を購入した経験もなかっ

た。 

・当初、本件保険を購入する意思はない旨をＢ銀行担当者に伝えていたが、３年

あるいは５年で元本が返還されるとの説明を受け、契約を強要されたため、仕方

なく応諾した。 

・本件投資信託等の運用状況の通知は受け取っているが、Ｂ銀行に苦情を申し

出るまで確認したことがなかった。 

相 手 方 銀 行 

(Ｂ銀行）の見解 

・Ａさんが国債を購入するために来店した際に、当行担当者は株式運用の経験

を聴取した。そこで、所定の資料を用いて本件投資信託の提案を行った結果、Ａ

さんが興味を持ったので販売に至った。 

・Ａさんは、為替相場に関して、少なくとも円高や円安といった知識は保有してお

り、本件預金の元本割れリスクに対しての理解力はあった。 

・所定の資料を用いて、本件保険の商品内容や元本割れリスクについて、Ａさん

の理解度を確認しながら、説明を行った。本件保険の購入を迫ったことは一切な

い。 

・本件各商品に損失が発生した際に、Ａさんは当行担当者から運用状況の報告

を受け、当行担当者に対応策を求めていたことから、元本割れリスクを認識して

いた。 
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あ っ せ ん 

手 続 の 結 果 

【申立受理→あっせん打切り】 

・あっせん委員会は、Ａさんの申立てを「適格性あり」として受理し、平成 23 年９月

28 日、ＡさんとＢ銀行から事情聴取を行った。 

・あっせん委員会は、本件紛争について、当事者双方の主張に隔たりが大きく、

あっせん成立の見込みがないことから、あっせん手続を打ち切った。 

 

以 上 


